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［明石市職員労働組合への回答］  

 

 

 

 

 

 

 

船上浄化センター及び朝霧浄化センターの運営及び 

新年度の人員配置について（最終回答） 

 

 

みだしのことについて、次のとおり回答いたします。  

 

 

１ 船上浄化センター及び朝霧浄化センターについては、今後３年間、現行の

直営を維持します。 

ただし、令和１０年度から浄化センターほか夜間休日運転管理包括業務委

託の業務範囲に船上浄化センター及び朝霧浄化センターの平日昼間を含む

管理業務を加え、委託による運営に見直す考えです。 

また、交通安全課の任期付嘱託員（作業員）については、従来、任期を５

年としていましたが、３年後の上記委託の実施を見据え、今年度の採用試験

においては、任期を３年として募集する考えです。 

 

２ 新年度の人員配置については、技能労務職場を所管する所属長等の意見を

踏まえながら、配置計画を策定していく考えです。 


